
災害に強い森林づくりの緊急的な推進
昨年の度重なる山地災害の発生を踏まえ、山地災害等の発生の危険

性の高い箇所等に一層の重点化を進めるなど、安全で安心できる豊か
な暮らしの実現に向けて積極的に治山対策を推進。

１１９,６２２（１２６,７７６）百万円

１ ポイント
（１）総合的な流域保全対策の推進

特定流域総合治山事業の創設（公共） １，３００（０）百万円
集中豪雨や地震等により著しく森林の水土保全機能が低下した流域にお

いて、民有林と国有林を一体とした全体計画を策定し、関係機関がより緊
密な調整を図りつつ、一体的かつ総合的な治山対策等を実施。

（２）流木災害防止対策の推進
① 山地治山事業の拡充（公共）

４５，９３５（４６,５２８）百万円の内数
治山施設の整備による崩壊地等の復旧整備を実施する際、治山施設の整

備と併せて渓流沿い等の森林整備（本数調整伐等）を一体的に実施。

② 総合的な流木災害防止対策（公共）
６６，３７９（７０,２１９）百万円の内数

流木災害の発生が懸念される流域において、上流部における森林整備や
渓間工等の対策、下流部における透過型砂防えん堤の設置など、治山事業
と砂防事業の連携による一体的かつ集中的な防災対策を計画的に実施。

（３）地震・津波等に対応した重点的な治山対策の推進
① 孤立型集落緊急防災対策（公共）

７２，６９４（７５,７６８）百万円の内数
山地災害等により交通網が遮断され市町村役場など防災対策上重要な施

設が孤立するおそれのある地域等において孤立防止や集落の安全確保を図
るため、重点的に治山対策を実施。

② 海岸防災林緊急整備対策（公共）
９，６７６（１１,０１６）百万円の内数

海岸侵食等により津波の軽減効果が十分に期待できない海岸を対象とし
て、海岸侵食等から保安林等を保護するための防潮護岸工、森林造成等を
緊急に実施。

国、都道府県２ 事業実施主体

１０／１０、１／２等３ 補助率

［担当窓口課：林野庁治山課（０３－３５０１－３８４４（直 ］））

※ 治山事業に関連して、財政制度等審議会報告等を踏まえ、国有林野事業特別
会計の治山勘定と国有林野事業勘定を統合することとし、国が行う直轄治山事
業は国有林野事業特別会計において、都道府県が行う補助治山事業は一般会計
においてそれぞれ経理する予定。


